
 
独立監査人の監査報告書について 

 
 
○ （財）自動車リサイクルセンターでは、年度決算について、外部監査法人の

監査を受けることとなっている。 

 

○ 公益法人に対する監査法人による外部監査は、企業会計審議会で定めら

れた監査基準に準拠して行うこととされており、監査法人では、同基準に基

づき、計算書類が、「公益法人会計基準」（公益法人指導監督連絡会議決

定）に準拠して適正であるか否かについて監査を実施する（監査法人の作

業の流れは別紙のとおり）。 

 

○ このたび、財団法人自動車リサイクル促進センターにおいては、平成１７年

度の計算書類について外部監査法人の会計監査を受けた。 

その結果、平成１８年６月９日付で監査法人より「独立監査人の監査報

告書」を受領し、 

①計算書類が「我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会

計の基準に準拠して」いること、 

②「平成１７年度の収支及び正味財産増減の状況並びに同年度末日現

在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。」こと 

の報告を受けた。 

 

以上 

資料３－２ 



年度決算監査における監査法人の作業の流れ

① 　具体的には、監査実施前にセンター全体及び業務単位での①固有
リスク（事務処理ミス等の発生リスク）　②統制リスク（内部管理の水
準に起因する不正及び誤謬の発生リスク）を評価し、業務単位の監
査レベルを決め監査計画・手続きに反映させている。

② 　算定したリスクと重要性を勘案して、監査計画を策定する。

③ 　監査にあたっては、書類を確認・照合するとともに、経営者（理事長）
等に対してのヒアリングを通じて、統制上のリスク等を把握する。

④ 　監査終了後、監査人は、経営者（理事長）の作成した計算書類が、
「一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準」に準拠して、
適正に表示しているかどうかについて意見を表明する。
　表明の方法については、監査基準において記載内容が、公認会計
士協会において表明のフォーマットを定めており、これに従って行う
こととなる。
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